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なら歴史芸術文化村 交流にぎわい棟 食と農の賑わいセミナー開催業務 

業務説明書 
 

Ⅰ 業務概要 
 
Ⅰ－１ 業務の目的 

なら歴史芸術文化村 交流にぎわい棟を奈良県の「食」の賑わいづくりの拠点として位置づけ、

奈良県の強みである歴史文化的背景を交えて、食と農について体験を通じて学ぶ、講座・料理教室

を開催します。また、学校や地域団体、生涯学習団体等を対象としたセミナープログラムを構築し、

団体向けセミナーを実施します。 
 

Ⅰ－２ 業務の内容 

１）セミナーの企画調整 

下記の条件により、セミナーの実施内容及び講師について企画提案を行います。 

県と協議の上で実施内容を決定し、講師依頼・会場予約・日程調整等、開催に必要な調整を行い

ます。 

 

（１）定期セミナー 

①夏休み子どもセミナー 

夏休み期間中に、小学生を対象に料理教室や体験型学習を交えて、奈良県の食文化や農業に対

する親しみと興味を喚起するセミナーを開催。 

・開催時期：令和４年７月下旬～８月末 

・開催回数：３回 

・会場：交流にぎわい棟 多目的室・実習室 

・対象：小学生 

※ 開催時間、定員等は企画内容に応じて提案すること。 

※ 参加費は無料とすること。 

 

②食と農の賑わいセミナー 

歴史文化的背景を交えて、奈良県の特産の食材や農業について学び、調理実習を通じて親しむ

ことができる講義及び料理教室を開催。 

・開催時期：令和４年９月～令和５年３月 

・開催回数：講義 ７回（１回／月）、料理教室 ７回（１回／月） 

・会場：交流にぎわい棟 多目的室・実習室 

・対象：一般県民 

※ 月ごとに７つのテーマを設定し、テーマに沿った講義と料理教室を各月１回ずつ開催する

こと。 

  ※ セミナーのテーマは、令和３年度に制作した展示バナー（別紙）のテーマ（大和茶、刀根

早生柿、柿の葉寿司、三輪素麺、吉野本葛、日本酒、かき氷）を想定していますが、本事

業の趣旨に合致する別のテーマの提案も可能とします。 

※ 開催時間、定員等は企画内容に応じて提案すること。 

※ 参加費として、食材費等の実費及び参加者保険加入料相当分を徴収すること。 

 

（２）団体セミナー 

奈良県の食と農の魅力について、歴史・謂われ・文化等を交えて紹介する団体向けのセミナープ

ログラムを構築。受講団体を募集し、団体単位でのセミナーを受入・実施。 

・開催時期：令和４年９月～令和５年３月（申込団体の希望を踏まえて調整） 

・受入・実施数：20組 

・会場：交流にぎわい棟 多目的室 
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・対象：学校・子ども会等（子どもにより構成される団体）、地域団体・生涯学習団体等（大人

により構成される団体） 

 ※ 子どもの団体を対象としたプログラム、大人の団体を対象としたプログラムを含む、最低

２つ以上のプログラムを提案すること。 

※ 開催時間、定員等は企画内容に応じて提案すること。 

※ 参加費として、食材費等の実費及び参加者保険加入料相当分を徴収すること。 
 

２）参加者の募集 

定期セミナーの参加者募集、団体セミナーの受講団体募集について、印刷物の配布やインター

ネット等、具体的な周知・募集方法を提案し、広報・募集を行います。 

 

３）参加申込の受付 

定期セミナーについて、県と協議の上、参加募集期間を設定し、参加申込の受付を行います。

受付人数が定員を上回る場合は抽選を行い、参加の可否について申込者全員に通知します。 

団体セミナーについて、受講団体の募集を行い、先着順に20組の受入を行います。 

 

４）セミナーの開催・運営 

  １）の企画内容に基づき、セミナーを開催・運営します。 

実施体制を整え、講師手配、食材・資材・調理器具・資料等の準備、アンケート実施等運営管

理を実施します。参加者の事故に対応したイベント保険に加入します。 

   

５）新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置 

 セミナー開催当日及び事前打ち合わせ等の開催準備期間も含め、来場者、スタッフ等への新型

コロナウイルス感染症防止対策を徹底します。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、開催を実施することが困難又は不適当と判断される場合

は、中止等の対応を県と協議し、必要に応じて契約内容の見直しを行います。 

 

６）セミナー開催マニュアルの作成 

本事業が定期セミナー等として、第三者により再現実施が可能となるよう、下記を内容とする

セミナー開催マニュアルを作成します。 

（１）事業計画及び収支計画 

（２）開催準備スケジュール、準備物品リスト 

（３）当日運営マニュアル 

（４）セミナー進行台本、配付資料一式 

（５）その他セミナーの開催に必要な資料 

   

７）打合せ協議等 

本業務にかかる打合せ協議について、業務着手時、企画提案時、成果品納入時、業務完了時、そ

の他業務執行上必要な際に実施します。 

 

 

Ⅰ－３ 委託業務の対象経費 

区分 内容 

謝金 講師、運営スタッフ等に係る謝金 

旅費 講師、運営スタッフ等に係る旅費 

印刷費 参加者募集チラシ、当日資料等の印刷費 

郵便料 参加者募集チラシ、参加可否通知等の送付料 

食材費等 料理教室・体験型学習に係る食材費・資材費 

使用料等 実習室等使用料 
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※多目的室の使用料は計上不要。実習室及び控室Ｄの使用料は、なら歴史芸術

文化村ホームページを参照の上、計上すること。 

保険料 参加者保険料 

その他 上記以外の事業実施に直接要する経費 

 

 

Ⅰ－４ 成果品及び納期 

本業務の成果品及び納期は、以下のとおりとします。提出場所は、奈良県食と農の振興部豊かな

食と農の振興課とします。 

 

１）成果物 

 下記のデータを保存したＣＤ又はＤＶＤディスク ２枚、紙出力 ２部 

 （１）セミナー実施状況報告書（アンケート集計結果を含む） 

 （２）セミナー開催マニュアル 

※ Microsoft データ形式（Word、Excel、PowerPoint のいずれか）とします。 

 

２）納期 令和５年３月30日（木） 

 

※本業務における成果品の知的財産権等の取り扱いは、次のとおりとします。 

・受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する全ての著作権（著作権法第 27条及び

第 28 条の権利を含む）その他の知的財産権を委託者に無償で譲渡し、著作権法第 18 条、第 19

条及び第20条の行使については委託者の書面による事前の同意を要するものとします。 

・成果品について、委託者が修正、二次利用を行う場合があります。 

 

 

Ⅰ－５ 委託上限額 

4,981千円（消費税及び地方消費税の額を含みます。） 

 

 

Ⅱ 参加資格 

この委託事業における受託者募集に参加できる者は、業務の趣旨を十分に理解し、円滑に遂行でき

る事業者とし、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。 
 
（１）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年12月 27日奈良県告示425号）

による競争入札参加有資格者のうち、営業種目Ｑ５（広告・イベント業務）又はＱ７（諸サービス）

のいずれかで登録している者であること。 

なお、新たに入札資格を得ようとする者は、技術提案書の提出時までに資格者の登録申請を終え

ていることを条件とします。 

入札参加資格を得るために必要な書類等は、次に示す部署に問い合わせること。 
 
〒630-8501 奈良市登大路町30番地 

       奈良県 会計局 総務課 調達契約係（県庁主棟１階） 

        ＴＥＬ 0742-27-8908（ダイヤルイン） 
 
（２）過去５年間（平成 29 年４月１日から本事業の公告日まで）に観光又は産業振興に関するＰＲ

映像の制作及びイベント企画実施業務が含まれ、委託者が同等と認める履行実績を有しているこ

と。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（４）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（５）奈良県の入札参加停止の措置期間中でない者であること。 
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（６）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平

成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て、又は破産法（平成16年法律第75号）

の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（７）銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。 

（８）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいる法人

でないこと。 

（９）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他

の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支

店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）でないこと。 

（10）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していないこと。 

（11）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

（12）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若し

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

（13）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

 

Ⅲ 参加表明書の作成に関する質問の受付および回答 
 
Ⅲ－１ 質問の受付期限 

令和４年３月24日（木）の午後５時まで 

ただし、受付は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、奈良県の休日を定め

る条例（平成元年３月 31 日奈良県条例第 32 号）第１号に規定する県の休日（以下「県の休日」と

いう）を除きます。 
 
Ⅲ－２ 提 出 先 

   奈良県 食と農の振興部 豊かな食と農の振興課 美味しい奈良・賑わいづくり推進係  

   所在地 〒630-8501  奈良市登大路町30番地 

ＴＥＬ 0742-27-7401、ＦＡＸ 0742-26-6211 
 
Ⅲ－３ 提出方法 

ＦＡＸにより提出し（任意様式）、電話にて送付した旨を連絡すること。 

ＦＡＸの送信文に担当者名および連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号）を明記すること。 
 
Ⅲ－４ 回  答 

   令和４年３月 28 日（月）午後５時までに、質問に対する回答を奈良県 食と農の振興部 豊かな

食と農の振興課ホームページにおいて公表します。 

 

 

Ⅳ 参加表明書の提出 
 
Ⅳ－１ 提出期限 

   令和４年３月30日（水）の午後５時まで 

ただし、受付は午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、県の休日を除きます。 
 
Ⅳ－２ 提 出 先 

Ⅲ－２の提出先と同じ 
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Ⅳ－３ 提出物および提出部数 

・様式１－１ 参加表明書（Ａ４・縦・１頁）・・・・ １部 

・様式１－２ 企業概要  （Ａ４・縦・１頁）・・・・ １部 

・様式１－３ 業務実績 （Ａ４・横・３頁以内）・・ １部 
 
Ⅳ－４ 提出方法   

持参または郵送 

※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 
 
Ⅳ－５ 参加表明書作成上の留意事項 

 業務実績（様式１－３）は、Ａ４・横・３頁以内とし、Ⅱ参加資格の（２）を確認するため、

過去５年間（平成29年４月１日から本事業の公告日まで）に実施した、観光又は産業振興に関す

るセミナー企画実施が含まれる業務実績を各１件以上、合計最大５件まで記載してください。 
 
Ⅳ－６ 選定、非選定の通知 

参加表明書を提出した者のうち、参加資格を有する者について技術提案書の提出を依頼する者と

して選定します。なお、参加資格を有する者が６者以上の場合、参加表明書の内容を評価し、上

位５者までを選定します。 
 
（１）参加表明書を提出した者には、技術提案書の提出依頼又は非選定の通知します。このうち、非

選定の通知をした者に対しては、その理由を書面により通知します。 
 
（２）非選定通知書を受けた者は、非選定通知書の通知日の翌日から起算して５日（県の休日を除く）

以内にその理由の説明を求めることができます。 
 
（３）上記（２）の回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10 日（県の休日

を除く）以内に書面により行います。 
 
（４）非選定理由の説明書請求の受付方法、場所及び受付期間は以下のとおりとします。 

・受付方法：持参または郵送 

※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

・受付場所：Ⅲ－２の提出先と同じ 

・受付期間：上記（２）のとおり 

 

 

Ⅴ 技術提案書の作成に関する質問の受付および回答 
 
Ⅴ－１ 質問の受付期限 

  令和４年４月６日（水）の午後５時まで 

ただし、受付は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、県の休日を除きます。 
 
Ⅴ－２ 提 出 先 

  Ⅲ－２の提出先と同じ 
 
Ⅴ－３ 提出方法 

ＦＡＸにより提出し（任意様式）、電話にて送付した旨を連絡すること。 

ＦＡＸの送信文に担当者名および連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号）を明記すること。 
 
Ⅴ－４ 回  答 

 令和４年４月８日（金）午後５時までに、質問に対する回答を奈良県 食と農の振興部 豊かな

食と農の振興課ホームページにおいて公表します。 
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Ⅵ 技術提案書の提出 
 
Ⅵ－１ 提出期限 

  令和４年４月13日（水）の午後５時まで 

ただし、受付は午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、県の休日を除きます。 
 
Ⅵ－２ 提 出 先 

Ⅲ－２の提出先と同じ 
 
Ⅵ－３ 提出物および提出部数 

・様式２－１ 技術提案書（Ａ４・縦・１頁）・・・・・２部 

・様式２－２ 実施体制 （Ａ４・縦・３頁以内）・・・２部 

・様式２－３ 企画提案書（Ａ４・縦・５頁以内）・・・２部 

・見積書（任意様式）・・・・・・・・・・・・・・・・２部 
 
Ⅵ－４ 提出方法 

持参または郵送 

※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 
 
Ⅵ－５ 技術提案を求める項目等 

技術提案書には、業務の目的及び業務内容を踏まえ、次の事項について記載すること。 
 
（１）実施体制（様式２－２） 

Ａ４・縦・３頁以内に記載すること。 

①業務遂行体制・人員配置 

業務実施に伴う運営体制、業務分担、業務毎の人員配置（責任者を明記）を記載すること。 

②業務スケジュール 

  業務の実施スケジュールを業務毎に記載すること。 
 
（２）企画提案書（様式２－３） 

Ａ４・縦・５頁以内に記載すること。 

①事業の趣旨・目的を踏まえた本業務の実施方針（全体イメージ） 

  事業目的を達成するための実施方針を記載すること。 

②定期セミナー「夏休み子どもセミナー」（Ⅰ－２の１）の（１）の①）の実施案 

③定期セミナー「食と農の賑わいセミナー」（Ⅰ－２の１）の（１）の②）の実施案 

④団体セミナー（Ⅰ－２の１）の（２））の実施案 

②～④について各企画概要案（セミナーテーマ、内容、講師候補等）を記載すること。 

  ⑤参加者募集（Ⅰ－２の２））の実施案 

  セミナーの参加者募集について、周知手法・時期等の実施方針案を記載すること。 
  
（３）見積書（任意様式） 

  定期セミナー（夏休み子どもセミナー、食と農の賑わいセミナー）、団体セミナー毎に積算内訳

を記載すること。 

 

Ⅵ－６ 技術提案書作成上の留意事項 

（１）プロポーザルは業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の

一部の提出を求めるものではありません。 

（２）右肩の（商号又は名称）以外に、提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名や

ロゴマーク等）を記載しないこと。記載がある場合はその項目を無効とします。 

（３）技術提案書の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に拠

るものとします。 

（４）技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 
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（５）提出された技術提案書は返却しないものとします。又、技術提案書を無断で他に使用すること

はできないものとします。 

（６）技術提案書がこの書面及び別添の様式に示された条件に適合しない場合は、無効とします。 

（７）技術提案書の提出を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

Ⅵ－７ 技術提案書を特定するための評価基準 

  技術提案書の評価基準は以下のとおりとします。 

 

 

Ⅵ－８ 特定、非特定の通知 

（１）技術提案書を提出した者には、特定または非特定を通知します。このうち、非特定の通知をし

た者に対しては、その理由を書面により通知します。 

（２）非特定通知書を受けた者は、非特定通知書の通知日の翌日から起算して５日（県の休日を除く）

以内にその理由の説明を求めることができます。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日（県の休日

を除く）以内に書面により行います。 

（４）非特定理由の説明書請求の受付方法、場所及び受付期間は以下のとおりとします。 

・受付方法：持参または郵送。 

※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

・受付場所：Ⅲ－２の提出先と同じ 

・受付期間：（２）のとおり 

 

 

Ⅶ その他留意事項 

（１）契約書の作成を要するものとします。 

（２）技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該業務の技術提案書を無効とします。 

（３）技術提案書提出期限後における記載内容の変更（追加）は、原則として認めません。 

（４）提出された技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがありま

す。複製は、特定を行う作業の終了後には裁断して廃棄します。 

（５）提出された技術提案書及びその複製は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しません。 

（６）技術提案書提出後であっても、随意契約の相手方として特定されるまでは、辞退することがで

評価項目 評価基準 配点 

実施体制 

業務遂行に必要な組織体制、人員、責任者が配置されている。 10点 

効果的で実行可能なスケジュールを立案している。 10点 

同類の業務について、実績が豊富である。 5点 

企画力 

業務の趣旨を十分理解し、目的に合致した提案となっている。 10点 

定期セミナーの「夏休み子どもセミナー」について、料理教室や体験型学

習を交えて、小学生が奈良県の食と農に対して親しみと興味を持つことが

できる提案となっている。 

10点 

定期セミナーの「食と農の賑わいセミナー」について、講義及び料理教室

を通じて、奈良県の食と農について歴史文化的背景を交えて学び、親しむ

ことができる提案となっている。 

20点 

団体セミナーについて、対象に応じて奈良県の食と農に対して親しみと興

味を喚起する提案となっている。 
20点 

参加者募集について、広報効果が期待できる提案となっている。 10点 

コストの

妥当性 

提案内容を実現するための経費が漏れなく盛り込まれており、妥当な金額

である。 
５点 

合    計 100 点 
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きます。又、辞退したことを理由として以後の特定等に不利益な取り扱いを受けるものではあり

ません。 

（７）提出された書類は返却しません。 

（８）この公募型プロポーザルへの参加に係る経費は、参加者の負担とします。 

（９）本業務内容は、協議により一部変更することがあります。 

（10）本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、業務を効率

的に行ううえで必要であると認めるときは、委託者と協議のうえ、業務の一部を委託することが

できます。 

（11）成果物及び構成素材に関わる知的財産権等の取り扱いは、次の通りとします。 

①構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は、受託者が行うことと

し、その経費は委託料に含むものとします。 

②本業務に関する著作権（制作過程で作られた素材等の著作権も含む。）その他の知的財産権は、

そのすべてが委託者に帰属するものとし、著作権法第 18 条、第 19 条及び第 20 条の行使につい

ては委託者の書面による事前の同意を要するものとします。 

（12）本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注することとします。 

①奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適

正に履行すること。 

②本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

(ア) 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規

定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額

して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。）

の支払を行うこと。 

(イ) 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者

を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(ウ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者（同条に規定する70歳以上の使用される者を

含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

(エ) 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行う

こと。 

(オ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 

(カ) その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに奈

良県個人情報保護条例、奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係条例・規則等に従う

こと。 

③本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する

労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよ

う指導すること。 
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